
家畜の遺伝資源の保護・活用のあり方
についてのイメージ
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和牛の遺伝資源をめぐる状況と課題和牛の遺伝資源をめぐる状況と課題

小売・量販店等

肥育もと牛牛 肉

和牛の改良増殖（家畜改良増殖法）

商社

精液・生体の流出

○精液の流通管理の徹底。○精液の流通管理の徹底。

銘柄化の取組（商標法（地域団体商標制度等））

○
「和
牛
」表
示
の
厳
格
化
。

○
「和
牛
」表
示
の
厳
格
化
。

種雄牛

雌牛

精液
（受精卵）

ブリーダー（国、都府県、民間）

（輸入） （輸入）

家畜市場等

卸売業者

人工授精師
獣医師

種畜検査に合格した種雄牛以外の精液は流通しない。 家畜登録制度により、血統（品種）が管理されている。

研究・開発の促進

和牛に特徴的な遺伝子の解
析等の研究が進行中。

・育種、改良の促進
・おいしさの解明
・品種判別
等の有効な手段となる可能性

○遺伝子特許の戦略的な取得。
○取得した特許の積極的な活用。

○遺伝子特許の戦略的な取得。
○取得した特許の積極的な活用。

生産履歴の管理（牛肉トレーサビリティ法）

適正な表示（表示関係法等）

繁殖農家

（種付け・移植） 子牛生産

肥育農家

（導入）
肥育牛

と畜場

食肉市場

①・②

④

⑤

③

二国間の衛生条件
に基づく輸入

二国間の衛生条件
に基づく輸出
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和牛の遺伝資源保護に係る戦略的特許の取得のイメージ

全国の研究機関等が連携して、特許を戦略的に取得するため、
① 動物遺伝研究所を中心に全国の研究機関・研究者で「協議会」を設立。
② 「協議会」のもと、和牛に特有の遺伝子の特定とその活用について優先事項を定め、効率的
に特許を取得。

特許等知的財産の取得

・遺伝病のDNA診断
の実施

(社)家畜改良事業団

都道府県

（社）畜産技術協会付属遺伝研究所

・遺伝病のＤＮＡ診断法の開発

・経済形質ＤＮＡマーカーの開発

・経済形質遺伝子の特定

技術提供

研究成果・技術提供

・各県固有の血統からのＤＮＡサンプルの採取

・経済形質・疾病情報の整理・分析

・遺伝研究所が開発したＤＮＡ育種手法の現場での実証試験

調査データ・
研究成果提供

(独)家畜改良センター

・優良畜種の育種・生産

・研究用家系の造成 共同研究

特許等知的財産の取得

・遺伝病のDNA診断
の実施

(社)家畜改良事業団

都道府県

（社）畜産技術協会付属遺伝研究所

・遺伝病のＤＮＡ診断法の開発

・経済形質ＤＮＡマーカーの開発

・経済形質遺伝子の特定

技術提供

研究成果・技術提供

・各県固有の血統からのＤＮＡサンプルの採取

・経済形質・疾病情報の整理・分析

・遺伝研究所が開発したＤＮＡ育種手法の現場での実証試験

調査データ・
研究成果提供

(独)家畜改良センター

・優良畜種の育種・生産

・研究用家系の造成 共同研究

①
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和牛の遺伝資源保護に係る特許等のマネジメントのイメージ

取得した特許権については、生産者や消費者のために積極的な活用を図るため、
知的財産として適切にマネジメントし、特許権の融通等関係者間で効果的に活用できる仕組み
（「パテントプール」）を構築し、和牛の遺伝資源の保護、効率的な改良増殖を推進。

特許等知的財産のマネジメントのイメージ

・遺伝病のDNA診断

の実施

(社)家畜改良事業団

都道府県

・遺伝子解析等に必要な情報の収集

・ＤＮＡ育種手法の現場での実証試験

(独)家畜改良センター

・優良畜種の育種・生産

・研究用家系の造成

企業
・遺伝子特許等を活用した
育種改良。
・飼養管理技術の活用。

生産者・
ブリーダー

パテントプール

メーカー

研究所

マネージメント

・遺伝子の特定
・遺伝子活用技術の開発等

（社）畜産技術協会付属遺伝研究所

特許権のプール・融通を行う機関

知的財産(特許)のプール

知的財産(特許)の活用

特許等知的財産のマネジメントのイメージ

・遺伝病のDNA診断

の実施

(社)家畜改良事業団

都道府県

・遺伝子解析等に必要な情報の収集

・ＤＮＡ育種手法の現場での実証試験

(独)家畜改良センター

・優良畜種の育種・生産

・研究用家系の造成

企業企業
・遺伝子特許等を活用した
育種改良。
・飼養管理技術の活用。

生産者・
ブリーダー

パテントプール

メーカーメーカー

研究所研究所

マネージメント

・遺伝子の特定
・遺伝子活用技術の開発等

（社）畜産技術協会付属遺伝研究所

特許権のプール・融通を行う機関

知的財産(特許)のプール

知的財産(特許)の活用

②
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① 精液の流通には、多くの機関や個人が介在。

→ ブリーダー（精液の生産者）が協議し自主的に精液の管理を厳格化するような体制（例えば、
精液ストローを譲渡する際、海外に流出させない旨を売買契約の中に盛り込む等）の構築。

② 液体窒素内の精液ストローと精液証明書が一体的に移動しないことへの懸念。

→ 精液ストロー等のバーコードによる流通管理体制の構築。

③ 譲渡の際、精液証明書様式にある「譲渡・経由の確認」欄の記入が不徹底。

→ 種畜検査委員の立入検査による譲渡履歴管理の徹底。

種雄牛

精液

ブリーダー

＋

ロット毎に人工授精用
精液証明書を発行

繁殖農家

（種付け） 子牛生産

種雄牛造成道県

民間ブリーダー

農協連
農協

畜産協会

人
工
授
精
師
・
獣
医
師

(社)家畜改良事業団

精液ストロー

種畜検査委員
によるチェック

精液の流通管理の徹底のイメージ ③

・ストローに種雄牛の個体識別番号、
精液の採取日をバーコードで印字

・人工授精する際、バーコード
リーダーで精液ストローのバー
コード情報を読み込み・精液証明書の譲渡・経由の欄で、

経由施設の名称、経由施設から出した日付
の他、譲渡先を記述。

・バーコード情報の他、人工授精師（獣
医師）情報を付加して、ブリーダー
にフィードバック

ブリーダーの精液
データと照合 ４



「和牛」表示の厳格化のイメージ

種畜証明書において
「品種」「品種」を記載

人工授精証明書・受精卵移植証明書
において「品種」「品種」を記載

「和牛」表示「和牛」表示

精液証明書・受精卵証明書
において「品種」「品種」を記載

家畜改良増殖法

牛肉トレーサビリティ法

牛個体識別台帳で
記録する牛の「品種」「品種」

食肉公正競争規約

①黒毛和種 ②褐毛和種 ③日本短角種 ④無角和種

⑥* ①～④の品種間交配
による交雑種

⑥** ⑥*と①～⑥*の交配
による交雑種

①黒毛和種 ②褐毛和種 ③日本短角種 ④無角和種

⑤ ①と②の交雑種
（⑤と（①又は②）の交雑種を含む）

⑥和牛間交雑種

①黒毛和種 ②褐毛和種 ③日本短角種 ④無角和種

家畜改良増殖法に基づく「品種」による確認 登録・飼養情報等の付加
価値情報の自主的な活用

牛肉トレーサビリティ法に
基づく「品種」による確認

小売り段階での「和牛」表示の厳格化のために、家畜改良増殖法の「品種」、牛肉トレーサビリティ
法の「品種」と食肉公正競争規約の「和牛」を結びつけ、国内で生まれ育てられたことが確認された
牛のみに「和牛」の表示。

子牛登記証明書

両親が登録

登録証明書

登
録
事
業

流通段階での「品種」の伝達

伝達された
「品種」

④

国内で生ま
れ育った牛

５



国際競争力を高める和牛の改良・生産体制のイメージ

〔優良種雄牛〕

〔スーパー種雄牛〕

〔エリート雌牛〕

子牛登記
・血統情報等

枝肉情報
・枝肉重量
・脂肪交雑等

全国の
と畜場

蓄積された情報を基に、
種雄牛や繁殖雌牛の能力を数値化。

評価

（出荷）

遺伝子特許（DNAマーカー等）

を活用した選抜

選抜

〔子牛〕

一般の繁殖雌牛群

（肥育）

〔〔

改
良
の
現
場

改
良
の
現
場

〕〕

〔〔

生
産
の
現
場

生
産
の
現
場

〕〕

情報提供

「和牛」の国際競争力を高めるため、
① 遺伝子特許等の知的財産を活用した改良速度を向上。
② 全国の枝肉情報や登録情報を最大限に活用し、能力の統一評価や情報提供を推進。

情報提供

⑤

血統情報 枝肉情報

照合

○改良速度向上のための新たな取組

遺伝子特許の
活用

枝肉情報データ
ベースの活用

選抜

評価

種雄牛等の
能力評価値等

肥育農家毎の
枝肉成績等

肉用牛枝肉情報全国データベース
・全国の枝肉情報・血統情報を蓄積

交雑種情報
の活用

情
報
提
供
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